
メールウイルスチェックサービス利用規約

第１条 （本件契約の目的） 

1. メールウイルスチェックサービス約款（以下「本件契約」といいます。）は、Ｋｎｅｔ株式会社（以下「当社」といいます。）が提

供するメールウイルスチェックサービス（以下「本件サービス」といいます。）の利用について定めます。

2. 当社は、本件サービス契約者（以下「本件契約者」といいます。）がインターネットサービス契約（以下「基本サービス契約」

といいます。）を契約済みである、あるいは同時に契約することを前提条件として本件サービスを提供します。また本件契

約者は基本サービス契約および本件契約を誠実に遵守することとします。

第２条 （本件契約の範囲）  

１． 本件契約は本件契約者と当社との間の本件サービスに関する一切の関係に適用します。   

２． 当社が本件サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて本件契約者に通知する本件サービスの利用に関する諸規定

は、本件契約の一部を構成するものとします。 

第３条 （本件契約の変更）  

１． 当社は、本件契約を任意に何ら予告なく変更することができるものとし、本件契約者は、変更後の規約に従うものとします。

なお、変更は、当社の定めた手段を通じて随時契約者に発表するものとします。 

第４条 （本件サービスの提供範囲）  

１． 当社は、本件サービス適用対象となるメールアドレスの受信された電子メールメッセージ等に含まれるコンピュータウイル

ス（以下「ウイルス」といいます。）について、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの駆除、削除を行います。た

だし、駆除可能なウィルスは、ウィルスの検知及び駆除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターンファイル

により対応可能なウィルスとします。 

(注) 本条に規定する当社が別に定めるウイルスパターンファイルとは、カスペルスキー社が定義するウイルスパターンファイ

ルとします。

第５条 （料金）  

１． 当社が提供する本件サービスの料金は、別表「料金表」に規定する利用料金とします。 

第６条 （責任の制限） 

１． 当社は、本件サービスが本件契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品価値を有すること、

不具合が生じないことを含め、本件サービスに関して明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。また、当社は、

本件サービスがウイルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。  

２． 当社は、本件サービスの提供により生じる結果及び本件契約に従って行った行為の結果について、いかなる理由（本件

サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合･故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、電子メールの紛

失を含むがこれに限りません。）があろうとも、本件契約者に対して一切責任を負いません。 

３． 当社は第４条（本件サービスの提供範囲）に定められるウイルスパターンファイルの更改以前に、本件契約者が新型ウ

イルスの被害にあった場合であっても保証は行いません。

４． 当社は、インターネットのシステム上、不確定要素があるために、システムが改良変更した場合に旧型ウイルスがメール

ウイルス駆除システムを突破してしまう場合であっても保証は行いません。

５． 当社は、システムの過負荷による配送遅れ、遅延、駆除もれ、またシステムの不具合によるメールデータの破損、遺失に

関する保証は行いません。  

６． 本件サービスがメールの内容を機械的にチェックするものであり、またウイルスならびにウイルスとしてシステムが判断し



たものを無条件に削除するものであることを、本件契約者は承認し，また、それによって電子メールの内容が破損あるい

は削除されることを認めるものとします。  

７． 当社は、本件サービスに関連して生じた本件契約者および第三者の損害につき、結果的損害，付随的損害および逸失

利益を含め、一切の補償・賠償を行いません。   

８． 本件契約者が本件サービスの利用により第三者（他の本件契約者も含みます）に対し損害を与えた場合、本件契約者

は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。 

  

第９条 （基本サービス契約からの条項の準用）  

１． 本件契約に定めない事項は、本件契約に反しない限り、基本サービス契約によるものとします。 

  

第１０条 （発行期日）  

１． 本件契約の内容は、2004 年 10 月 1 日以降に申し込まれるすべての本件サービスの契約に適用されます。  

 

 

別表 料金表 

1. 基本料 

メールメールウイルスチェックサービス利用料（１アカウントごと） 275 円（税込） 

 

2. 契約事項の変更に伴う費用（契約ごとの変更時） 

変更手数料 1,100 円（税込） 


